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1．はじめに 

 

 販売管理や生産管理などビジネス方法に関する画期的なアイデアがICT(Information and 

Communication Technology:情報通信技術)を利用して実現された発明は、ビジネス関連発明

として特許の保護対象となる。 

 

 日本では、ビジネス関連発明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後、減少し

たものの2012年頃から増加に転じている。これは、「モノ」から「コト」への産業構造の変

化が進む中で、AI・IoT技術の進展により、ICTを活用した新たなサービスが創出される分

野（金融分野、ヘルスケア分野等）が拡大していることも一因と考えられる。特許査定率

は年々上昇し、近年は他の技術分野と同等の60％台で推移する。 

 

 これに対して、欧州特許庁（EPO）へのビジネス関連発明の特許出願件数は五大特許庁の中

で最少である（約2,000件／年）。この背景には、ビジネス関連発明に対するEPOの厳しい進歩

性の判断が影響しているとの指摘がある（登録率は10%未満）。 

 

 

 以下、ビジネス関連発明の進歩性に関連するEPOの主要な審決と、その審決から示唆され

る、欧州においてビジネス関連発明の進歩性を認められるためのポイントを紹介する。 

 

           【全４頁】 

  



２ 

 

 


